
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係

☎
77
‐
３
９
１
２

問

年
に
１
度
は
健
診
を
受
け
て
、

病
気
の
早
期
発
見
・

予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う

個
別
健
診
の
お
知
ら
せ

　
町
で
は
集
団
健
診
の
他
に
、
医
療

機
関
で
受
診
で
き
る
「
個
別
健
診
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
健
診
を

受
け
て
い
な
い
方
は
こ
の
機
会
に
受

診
し
ま
し
ょ
う
。

※
令
和
7
年
度
中
に
集
団
健
診
ま
た

　
は
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
て
い
る

　
方
は
、
対
象
外
で
す
。

■
受
診
ま
で
の
流
れ

①
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
77-

１
８
９
１

　
に
申
し
込
み
を
す
る
。

※
申
込
期
限　
12
月
22
日
㈪

②
町
か
ら
受
診
票
が
届
く
。

③
医
療
機
関
へ
予
約
を
す
る
。

④
受
診
票
等
を
持
参
し
、
受
診
す
る
。

※
契
約
医
療
機
関
や
健
診
内
容
に
つ

　
い
て
の
詳
し
い
情
報
は
、
町
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お

　
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

が
ん
検
診
に
つ
い
て

こ
ど
も
保
健
課
保
健
衛
生
係

（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
☎
77-

１
８
９
１

特
定
・
後
期
健
診
に
つ
い
て

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係

☎
77-

３
９
１
２

千
葉
県
下
一
斉

滞
納
整
理
強
化
期
間
！

10
月
〜
12
月
の
3
か
月
間

町
民
税
務
課
収
税
係

☎
77
‐
３
９
１
６

問

〜
滞
納
は
絶
対
に
見
逃
さ
な
い
〜

　
私
た
ち
が
利
用
す
る
公
園
・
学
校

な
ど
の
公
共
施
設
、
教
育
・
福
祉
と

い
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
、
皆
さ
ん

が
納
め
て
い
る
税
金
で
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
多
く
の
方
は
納
期
限
ま
で

に
納
付
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な

が
ら
一
部
の
方
が
滞
納
し
て
い
る
状

況
で
す
。
税
金
を
滞
納
す
る
こ
と
は
、

税
負
担
の
公
平
性
を
欠
く
ほ
か
、
町

の
財
政
を
圧
迫
し
、
皆
さ
ん
に
提
供

す
る
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る
恐
れ
も

あ
り
ま
す
。

　
千
葉
県
と
芝
山
町
を
含
む
県
内
全

54
市
町
村
は
、10
月
か
ら
12
月
ま
で
の

3
か
月
間
を「
千
葉
県
下
一
斉
滞
納

整
理
強
化
期
間
」と
設
定
し
、滞
納
者

に
対
す
る
徴
収
対
策
を
強
化
し
ま
す
。

■
徴
収
対
策
の
例

・
文
書
催
告
や
勤
務
先
な
ど
へ
の
財

　
産
調
査

・
自
宅
な
ど
の
捜
索

・
給
与
や
預
貯
金
な
ど
の
差
押

・
自
動
車
の
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
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